
関剤をしていて

慰問に思ったこと，

医師または愚奮さんに間

かれて@ったこと，医師に媛

毘照会して対応したがいまひとつ納

できないこと.ありませんか? 留さんの思問

にさき分野の・門家がお答えいたします.

分割田剤を行った渇含，レセブトにはどのよ

うに記入すればよいのでしょうか。

(匿名指盟)

分割調剤を行った場合. f~~険部局では.処方

せんや調剤録に必要事J1'!を記入したう えで.

次回 (残り分)の調布lのために処方せんをjt者に返却し

ますが.調剤報酬IYj緑1I{1::(レセプト)の作成に当たって

は，r制斉Jj数長 j榔jに. 記 載する1j1.位.数のilijに

r@J (電子計算機で作成する場合はrBJでも可)の記

号を付けておくほか，r調斉Jj科」僻lには.調1fIj数iJ:(1)サ

Information 

ご貨問をお窃営くだ

さい。堕演は53頁にあり

ます.芯お，回答は'lt箆に嫡包す

ることによってのみ行います.電Eきや

ファクシミリによる回答ほと容隙くださ

い.eまた，符E棄なケースの貨問let.JI周されない

こともありますのであらかじめご3湧ください.

JJI以11lの場合は. 該当する制方Jj日数分)に}.i:.:じた点数を

記入 します。

また. 問ーの叫~1).6!諜問において長WH生誕(投与日数

が141:1分を起えるJ文楽)にかかる処方せんを分告JjWM1fJj

した場合には.21m日以降の制斉JJI時に. rl分割制剤に

つき5点」を算定することができますので.r調方Jj基本

科J-!N'，j(こは.分抑制斉Ijの回数に5点を釆じた点数を合

算して記入 します。ただし長期投楽にかかる分割調

斉Ijについては.r受付1m数としては計上 しないJとされ

ていますので. 1m述えないよう注意してください。

表1に. 28 日 分投与の処方せんを|百ト・の f~H抗礎知jで、

表1 分割調剤時のレセプト記入例 (28日分投与の処方せんを14日分ずつ分割調剤)
- -・E・-ーー・・血ーーー「

f開長所
1山O太O 6. 保険 1 回

保 2. 7. n付Jも~ 00県00市1・2・3
医氏険

療峻関 及び 00診療所
3 8. 

数回
公貨の 回

の祢名
名 4 9 

5. 10. 公費(2) 回

医師 処方 間剤 処 方 調JliJ 調淘j報酬点、数 | 公肘

番号 月日 月日 医薬品名・妓裕 ・用量・淘j主1・用法 単位務部i料 数量 調剤料 薬剤l料 | 加算料 | 点数

0・O 0.0 (内服薬) 点 点

叶¥トA錠 3錠 10 @ 14 63 

分3 毎食後服用 ⑨ 14 14 140 

請求点 点 一部負担金内 銅剣基本科点 時間外側 点 | 薬学管理料 点

1指1薬1
463 基47

59 
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14日分ずつ分割調布lした場合のレセプト記載例を示し

ますので，参考にしてみてくださL、

分割調剖を行った蝿含.2回目以降の調剤時

にr1分割調剤につき5点jを寓定できますが，

これは.2回目以降の調剤時iこ47点(通常の調剤基本

料42点lこ5点を加箆)を算定できるという蹟昧でしょ

うか。(匿名指 望)

分割調剤 H寺における 2 1l!1 1~1 以降の調剤では.

調剤基本料として5点しかt~~ l江できません。

ln)-.の{丸山従業局において長期投薬(投与1:1数が141:1

分を越える投薬)にかかる処方せんを分割嗣剤した場合.

21IT1I:1以降の捌剤時には. rl分割調剤につき5点を算

定するjと規定されているので、あって. r1分割調剤に

つき 5点を 『力nS~:J する」とされているわけで‘はありませ

ん(表2)。
したがって. 21ITII~1 以降の剖斉1) においては.調剤基

本科としてr5点Jしか算定することができません。

表2 分割調剤時の調剤基本料について

00 調剤)~*科 {処方せんの受付t[[iJにつき ) J12l， 

討'1-2 く時>

3 長期)f:Z楽 ([-1EJ分を超える投3EをL、う 。以下l寸じ0)に

係る処方せん受付において. 事;11)のl堤弁が凶器量であるこ

と等の君1rllにより分割して絢布jを行った場合. 三iR宝処方

せんに基づ く当核保険業民jにおける2恒!日以降の翻弗lに
ついては， 1分別湖;'jlJにつき 5l:r:を算定する。なお. 三i該

調印lにおいては第2節築学管理1¥科はJi:iEしなL、
ーーーーーーー一一ーー」

分間調剤を行った場合.2回目以降の爵剤料

については，節目までの箆定分を差し引いて

計算しますが，自家製剤加算や計量混合調剤加買はど

のように脅えればよいのでしょうか。 {匡名穆望)

|百)_.の保険業局において分割調布1を行った場

合.2四日以降の制斉1)では，調剤科はii布団ま

でにz，;:定した分の点数を差しり11"、て計算しなければな

りません。しかし 自家製剤加算や計五1・混合調剤加算

l調帯Ij~主|
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は， n割方IJにつきj所定点数を力11拝することができる

とされていることから.分割制剤であるか百かにかか

わらず，その古1;/立.算定することが認められます。

分割調剤は，処方された医薬昂の畏期保容が

困艇な題合しか国められないのでしょうか。

(匿名穆望)

それ以外の耳HHIであっても.分抑制AlJは可能

です。

分割調剤については.厚生労働省の通知lにおいて.

「処ブi誕の長期保存の|到難その他の理111によって分割し

て調剤する必要がある場合Jに行うものとされています

(表3)。具体的な例示のlつとして「処方楽の長期保有:

の困撲liUが挙げられていますが.処方内容や忠者により

分書l問'~fíiJ の必要性は異なります。 そのため.ここで具

Information 

体的なケースをIつひとつ列挙して説明することは離

しいて、すが.要件としては「その他の理I!rlIJについても

l則的!に認めています。

表3 分割調剤について

男IJ添3 調剤報酬点数表に関する事項

<i盃則>

l 保険策局は.Ait核保険薬品Jにおいてi判例されるI:i<:'>>i1'11"の

品質似f~~について7ilItを!切さなければならなU、
2 保険1終局IJr.11i1立.投'j-LI'J1{がHJUJlIIJにわたる処ブiせんによ う

て澗古IJを行う場合であって.処方議の長期保存の困難その

他の理由によって分別して，1MJ制する必虫がある場合には.| 洲市!日うこと。く以 1'，I師附H峨告

3 f白似h恥3険!架草応j}同品において分;訓切制滞湖lをi行7い. 芸当i官骸主却柴!jl同斗において鮒

古術IJi消汚みとな ら ないI劫幼f令~(は立. 処方せんに1焼却l附i1;1;fi26条に則

定する .:cMiUlび分~lflJ 耳 1\1 11 等の必~な :J~ J1Iを 記入し.別背IJ J:;"

を f'fI悦した後.処ブiせんを込11行に j!6J~)すること 。

(~O l)(ij ， ; :り J 0; 11 I\~I) (免司1\ 1J3lJfÕI)\I I I} ， P/.' I，労働すï filwth ，)限lMat~U ~ j曲知J

調剤をしていて疑問に思ったこと，医師または患者さんに聞かれて困ったこと，
医師に簸義照会して対応したがいま一つ納得できないことはありませんか?

皆さまの疑問に各分野の専門家がお筈えいたします。どしどしご質問ください。

I質問の募集J要項

1.質問の範囲

。実際の処方せんの疑義解釈に関する質問

例えli，処方医に疑義照会すべきかどうか迷っている実

例や主主義照会の際lζ処方医の指示で納得できないでいる

実例で.専門家の意見が知りたい.という場合など。

(2)保険調剤・調淘j報酬などに関する質問

例えIf，どのようなケースが調剤矩否に該当するのか 7

や， ~青求もれがあ った場合の対応は?と L寸質問などe

G調剤l技術などに関する質問

例えli，A散と B末を配合しでもよいか F また， c 
tEを粉砕してよいか? という調剤j妓術上の質問など。

2. 質問は支容で臼本~~J~市会 f調淘lと情報J f革まで.ご連

絡ください。

3.誌上では[fi名の扱いをいたしますが.さらに詳しい内容

をお聞きしないと回答できないこともありますので.住

所.氏名.電話番号を必ず明記ください。

4.質問の採否ならびに回答者のi翠択は，編集委員会で決め

させていただきます。

5.質問ならひ.に回答は無料です。

6.質問が採用された方には.じほうから図書カードか'贈呈

されます。

ただし守本コーナーへの質問はあくまでも [調剤と情報j誌に掲穏を前提としておりますので.個人的・特殊な質問にはお答え

できません。ご了承くださし、。また.回答は本誌面によってのみ行います。電話やファクシミリによる回答1:1ご容赦くださL、

〒160-8389 東京都新宿区田谷3ふ 1富士・国保連ビル

送付先 日本薬剤師会 「調剤と情報」事務局
TEL.03 (3353) 1170 FAX.03 (3353) 6270 
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